
1 

 

訴  状 
平成２６年８月２９日 

福島地方裁判所御中 

         

原告ら訴訟代理人  光 前 幸 一 

 

井 戸 謙 一 

 

柳 原 敏 夫 

 

当事者の表示   別紙「原告目録」、同「原告代理人目録」、同「被告

目録」記載のとおり 

 

 

安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件 

訴訟物の価格    万円 

貼用印紙額     万円 

 

第１章 請求の趣旨 

１ 別紙原告目録（第１）記載の原告らのうち、原告番号１の１、２、同

２の１、同３及び４の各１、２、同５の１～３、同６～８の各１、同９

の１、２、同１０の１、同１１及び１２の各１、２、同１３ないし１６

の各１（以下「県内子ども原告ら」という。）の請求 

県内子ども原告らと、別紙「学校目録」記載にかかる各原告の在学学

校の設置主体である被告との間において、同目録に記載の各原告の在学

学校について，小学校にあっては、小学校設置基準（平成１４年３月２

９日文科省令１４号）第１２条又は学校教育法施行令２５条４号、中学

校にあっては、中学校設置基準（平成１４年３月２９日文科省令１５号）

第１２条又は学校教育法施行令第２５条４号、福島県立の特別支援学校

にあっては、福島県立特別支援学校条例（昭和３９年４月１日福島県条

例第５９号）３条に基づき，県内子ども原告らが、１年間の追加実効線

量（外部被ばく）が 0.3mSv/年未満となる地域で教育を受ける権利がある


